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(57)【要約】
【課題】被収納物を挿し込んだ状態に収納するケース本
体を備え、被収納物のほぼ全体をケース本体から引き出
せるようにした袋状ケースを提供する。
【解決手段】本考案に係る袋状ケースは、開口部１２を
有し、開口部１２からメモ帳５０が挿し込まれるケース
本体１０と、ケース本体１０内に収納されたメモ帳５０
のほぼ全体をケース本体１０から引き出すことが可能な
ようにケース本体１０に付属した紐状体２０と、を備え
ている。紐状体２０は、ケース本体１０内に収納された
メモ帳５０を引っ掛ける中間部２１と、ケース本体１０
に係止される両側の端部２２，２３とを備えている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　開口部を有し、当該開口部から被収納物が挿し込まれるケース本体と、
　前記ケース本体内に収納された前記被収納物のほぼ全体を前記ケース本体から引き出す
ことが可能なように前記ケース本体に付属したストッパー部材と、
　を備える袋状ケース。
【請求項２】
　前記ストッパー部材は、前記ケース本体内に収納された前記被収納物を引っ掛ける中間
部と、前記ケース本体に固定される一方の端部と、前記ケース本体又は前記一方の端部に
固定する他方の端部とを備えた紐状体である請求項１に記載の袋状ケース。
【請求項３】
　前記ケース本体は、前記ストッパー部材を挿通する一対の挿通孔を前記開口部側に備え
ている請求項２に記載の袋状ケース。
【請求項４】
　前記ストッパー部材は、前記ケース本体内に収納された前記被収納物が前記ケース本体
外に引き抜けない長さを有している請求項２又は３に記載の袋状ケース。
【請求項５】
　前記ストッパー部材は、前記ケース本体内に収納された前記被収納物が前記ケース本体
外に引き抜ける長さを有している請求項２又は３に記載の袋状ケース。
【請求項６】
　前記ケース本体は、前記ストッパー部材の一方の端部を固定し、前記ストッパー部材の
他方の端部が巻き付けられる紐掛け部を備えている請求項５に記載の袋状ケース。
 
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、被収納物を挿し込んだ状態に収納する袋状ケースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、種々の袋状ケースが提供されている。袋状ケースの一例として、特許文献１
には、四角形状のシート体を二つ折りにした内層体と、この内層体を挿し込むように収納
する正面視四角形袋状の外層体とを備えたカードケースが記載されている。外層体の底側
と両側の三辺は、封止されている。外層体の上側の一辺は、開口部とされている。内層体
の一方の端部は、外層体の開口部から突出し、摘み部とされている。内層体の他方の端部
は、外層体の正面部の裏面に接着されている。
【０００３】
　このようなカードケースにあっては、１枚以上のカードを挟んだ状態の内層体が外層体
内に挿し込まれることで、カードを保管することができる。このようにカードを保管した
状態において、内層体の折目は、外層体の底側に位置している。カードをカードケースか
ら取り出すときは、内層体の摘み部を外層体の開口部から離れる方向に引っ張る。そうす
ると、内層体の折目が外層体の底側から開口部側へ移動し、カードが外層体の開口部から
突出する。したがって、このカードケースは、カードを抜き取りやすいものとなっている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１１０９６７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００５】
　上記従来のカードケースは、カードを抜き取る際に、内層体の摘み部が引っ張られるこ
とで、内層体の折目が外層体の底側から開口部側へ移動する。内層体の折目が外層体の開
口部に近づきすぎると、カードが外層体から零れ落ちてしまう。したがって、従来のカー
ドケースは、内層体の折目が外層体の奥側と中間部との間で移動するようになっている。
しかし、このようなカードケースにあっては、メモ帳のような被収納物を、完全に収納し
た状態からほぼ全体を引き出した状態に変更可能な袋状ケースとして使用することができ
ない。
【０００６】
　本考案は、被収納物を挿し込んだ状態に収納するケース本体を備え、被収納物のほぼ全
体をケース本体から引き出すこともできるようにした袋状ケースを提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本考案に係る袋状ケースは、開口部を有し、当該開口部から被収納物が挿し込まれるケ
ース本体と、前記ケース本体内に収納された前記被収納物のほぼ全体を前記ケース本体か
ら引き出すことが可能なように前記ケース本体に付属したストッパー部材と、を備えてい
る。
【０００８】
　この袋状ケースによれば、被収納物がケース本体内に挿し込まれることで、被収納物を
保管することができる。被収納物を使用するときは、被収納物をケース本体内から引き出
す。ただし、被収納物は、ストッパー部材に規制され、ケース本体内から完全に引き抜か
れることなく、ほぼ全体が引き出されるようにして使用することができる。
【０００９】
　前記本考案に係る袋状ケースの一態様として、前記ストッパー部材は、前記ケース本体
内に収納された前記被収納物を引っ掛ける中間部と、前記ケース本体に固定される一方の
端部と、前記ケース本体又は前記一方の端部に固定する他方の端部とを備えた紐状体であ
ることが好ましい。
【００１０】
　被収納物が例えば綴目を有する冊子などの場合に、紐状体であるストッパー部材の中間
部が冊子である被収納物に挟まれるようにする。冊子である被収納物がケース本体内に収
納された状態から引き出されると、冊子である被収納物の綴目がストッパー部材の中間部
に当たることで、冊子である被収納物はケース本体から引き抜かれることがない。
【００１１】
　前記本考案に係る袋状ケースの一態様において、前記ケース本体は、前記ストッパー部
材を挿通する一対の挿通孔を前記開口部側に備えていることが好ましい。
【００１２】
　この袋状ケースによれば、紐状体であるストッパー部材がケース本体に備えられた一対
の挿通孔を挿通することで、ストッパー部材の両方の端部がケース本体の外側に出され、
ストッパー部材の中間部がケース本体の内部で架け渡された状態となる。
【００１３】
　前記本考案に係る袋状ケースの他態様として、前記ストッパー部材は、前記ケース本体
内に収納された前記被収納物が前記ケース本体外に引き抜けない長さを有していてもよい
。
【００１４】
　この袋状ケースによれば、紐状体であるストッパー部材が被収納物をケース本体外に引
き抜けない長さとされることで、被収納物のほぼ全体をケース本体から引き出して使用す
る態様に特定することができる。
【００１５】
　前記本考案に係る袋状ケースの異なる他態様として、前記ストッパー部材は、前記ケー
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ス本体内に収納された前記被収納物が前記ケース本体外に引き抜ける長さを有していても
よい。
【００１６】
　この袋状ケースによれば、紐状体であるストッパー部材が被収納物を規制する中間部の
長さを調整することができる。ストッパー部材の中間部を短くしたときは、被収納物をケ
ース本体から引き抜けないようにすることができる。ストッパー部材の中間部を長くした
ときは、被収納物をケース本体から完全に引き抜くことができる。
【００１７】
　前記本考案に係る前記異なる他態様の袋状ケースにおいて、前記ケース本体は、前記ス
トッパー部材の一方の端部を固定し、前記ストッパー部材の他方の端部が巻き付けられる
紐掛け部を備えていてもよい。
【００１８】
　この袋状ケースによれば、ケース本体が紐状体であるストッパー部材の一方の端部を固
定した紐掛け部を備えていることにより、紐状体であるストッパー部材の他方の端部を紐
掛け部に巻き付けるだけで、他方の端部を容易に固定したり外したりすることで、紐状体
であるストッパー部材の中間部を所望の長さに調整することができる。
【考案の効果】
【００１９】
　本考案によれば、被収納物を挿し込んだ状態に収納するケース本体を備え、被収納物の
ほぼ全体をケース本体から引き出すこともできるようにした袋状ケースを提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本考案に係る袋状ケースの一実施形態であって、被収納物がケース本体内に収納
されている状態を示す斜視図である。
【図２】本考案に係る袋状ケースの一実施形態であって、被収納物がケース本体内に収納
されている状態を示す断面正面図である。
【図３】本考案に係る袋状ケースの一実施形態であって、被収納物がケース本体内から引
き出されている状態を示す斜視図である。
【図４】本考案に係る袋状ケースの一実施形態であって、被収納物がケース本体内から引
き出されている状態を示す断面正面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本考案の一実施形態について図１乃至図４を参照しながら説明する。この一実施
形態に係る袋状ケースは、ケース本体１０とストッパー部材としての紐状体２０とを備え
ている。
【００２２】
　紐状体２０は、ケース本体１０内に収納された被収納物５０がケース本体１０からほぼ
全体が引き出せるようにする。被収納物５０としては、メモ帳を一例に挙げて以下説明す
る。メモ帳５０は、複数枚の紙５１，５１…を重ね合わせ、一端側を綴目５２によって留
めたものであり、多種類の中から任意のものが選択される。メモ帳５０は、綴目５２がケ
ース本体１０内の奥側１１に位置するように収納される。
【００２３】
　紐状体２０としては、例えば紐や柔軟なワイヤー、極細の鎖などが用いられる。この紐
状体２０は、メモ帳５０に挟まれる、すなわち、重なった紙５１と紙５１との間に挟まれ
る中間部２１と、ケース本体１０に固定される一方の端部２２と、ケース本体１０又は一
方の端部２２に固定する他方の端部２３とを備えている。
【００２４】
　ケース本体１０は、開口部１２と、一対の挿通孔１７，１７と、紐掛け部１８とを有し
ている。ケース本体１０は、開口部１２からメモ帳５０を挿し込むようにして収納する。
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ケース本体１０は、例えば、布地状のシート体によって形成された四角形状の正面部１３
と四角形状の背面部１４とを有している。背面部１４の開口部１２側端縁の中心部１５は
、メモ帳５０を摘まみやすいように円弧状に切り欠かれている。紐掛け部１８は、背面部
１４の開口部１２付近に備えられ、紐状体２０の一方の端部２２を固定し、他方の端部２
３が巻き付けられる。
【００２５】
　ケース本体１０は、１枚のシート体を折り曲げて正面部１３と背面部１４の両側縁１６
，１６に折目を設けたものとしてもよいし、図示しないが襠（まち）を設けたものとして
もよい。折目を設けたケース本体１０は、正面部１３と背面部１４の各裏面が重なる状態
となるが、収納するメモ帳５０の厚さや幅に応じて、正面部１３と背面部１４の両裏面が
離れて、メモ帳５０を収納することができるようにされている。
【００２６】
　一対の挿通孔１７，１７は、ケース本体１０の開口部１２付近の両側縁１６，１６に形
成され、紐状体２０が挿通する。紐状体２０の中間部２１は、ケース本体１０内に架け渡
された状態となる。紐状体２０の各端部２２，２３は、ケース本体１０の外側に出た状態
となる。紐状体２０の一方の端部２２は、ケース本体１０の背面部１４に備えられた紐掛
け部１８に固定される。紐状体２０の他方の端部２３は、遊端部とされ、紐掛け部１８に
巻き付けられる。
【００２７】
　本実施形態における袋状ケースは、以上のように構成されている。次に、この袋状ケー
スの使用態様について説明する。
【００２８】
　メモ帳５０は、図１及び図２に示すように、ケース本体１０内に収納され、綴目５２が
ケース本体１０の奥側１１に位置している。この状態においては、メモ帳５０に挟まれた
紐状体２０は、中間部２１がケース本体１０内の開口部１２側に位置するように、他方の
端部２３が紐掛け部１８に巻き付けられている。
【００２９】
　メモ帳５０は、図３及び図４に示すように、ケース本体１０内から最大限引き出される
と、綴目５２が開口部１２側に位置する。このとき、紐状体２０の中間部２１がメモ帳５
０の綴目５２に当たることで、メモ帳５０がケース本体１０内から引き抜かれない。メモ
帳５０がケース本体１０内から引き抜かれないことで、ケース本体１０をポケットなどに
収めなくても、メモ帳５０を使用することができる。メモ帳５０は、ケース本体１０から
最大限引き出されることで、メモ欄が狭くならない。
【００３０】
　この袋状ケースは、メモ帳５０をケース本体１０から完全に抜き出して、すなわち、引
き抜いてケース本体１０の上にメモ帳５０を置いた状態として使用することができる。こ
の場合は、メモ帳５０がケース本体１０内から引き抜かれないように紐掛け部１８に巻き
付けてある紐状体２０の他方の端部２３を緩め、この他方の端部２３の先端側を紐掛け部
１８に巻き付ける。
【００３１】
　この場合、ケース本体１０内の紐状体２０の中間部２１は、ケース本体１０内で長くな
る。メモ帳５０がケース本体１０内に収納された状態において、メモ帳５０に挟まれた紐
状体２０は、ケース本体１０の底側に位置する。メモ帳５０がケース本体１０内から引き
出されると、紐状体２０の中間部２１が長いことから、メモ帳５０はケース本体１０内か
ら引き抜かれ、ケース本体１０上に置くことができる。
【００３２】
　以上、本考案の一実施形態について説明したが、本考案は、この実施形態に限定される
ものではなく、本考案の課題を解決できる範囲で種々変更することができる。
【００３３】
　前記実施形態において、紐状体２０の中間部２１の長さを調整するために、ケース本体
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１０は、紐掛け部１８を備えたが、紐掛け部１８を備えることなく、紐状体２０の一方の
端部２２をケース本体１０に鋲や接着剤などで固定し、紐状体２０の他方の端部２３を紐
状体２０の一方の端部２２に括り付けるようにしてもよい。
【００３４】
　また、被収納物５０をケース本体１０から完全に引き抜くことができるように、紐状体
２０は、中間部２１を長くしたり短くしたりすることができる長さを有し、ケース本体１
０に備えられた挿通孔１７，１７から挿通するようにしたが、中間部２１の長さを変更す
る必要がない場合は、紐状体２０を無端のループのようにしてもよいし、ケース本体１０
に挿通孔１７，１７を形成せず、紐状体２０の両端部２２，２３をケース本体１０の裏面
で固定するようにしてもよい。
【００３５】
　また、被収納物５０は、メモ帳５０に限らず、ガイドブックのような冊子、布状のレン
ズクリーナや板状のフレネルレンズなどであってもよい。レンズクリーナは、二つ折りと
し、折目において紐状体２０を挟むようにして使用する。フレネルレンズは、ケース本体
１０の奥側１１に入る一端縁に筒状体を付設し、この筒状体内に紐状体２０を挿通して使
用する。
【００３６】
　また、ストッパー部材は、紐状体２０に替えて、ケース本体１０の開口部１２付近の裏
面に突設した突起としてもよい。この場合は、被収納物５０の奥側にも突起を設け、被収
納物５０が袋状ケースから引き出されたときに、袋状ケースの突起に当たることで、引き
抜かれないようにする。
【符号の説明】
【００３７】
　１０…ケース本体
　１１…奥側
　１２…開口部
　１７…挿通孔
　１８…紐掛け部
　２０…ストッパー部材（紐状体）
　２１…中間部
　２２…一方の端部
　２３…他方の端部
　５０…被収納物（メモ帳）
　５２…綴目
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